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【広島県ＪＡフラット３５】＜商品概要説明書＞ 

商品名 

ＪＡフラット３５（機構買取型） 

＊【フラット３５】はＪＡが窓口となり広島県信用農業協同組合連合会（以下「ＪＡ広島信連」という）

が融資を行う，住宅金融支援機構の証券化支援事業（買取型）を活用した住宅ローンです。 

この住宅ローンはお客様がＪＡ広島信連からの融資金をお受け取りになると同時に，ＪＡ広島信連

から住宅金融支援機構に譲渡され，その後信託銀行等へ信託されますが，毎月のご返済や各種届出手

続についてはＪＡ広島信連ならびにＪＡを窓口としてご利用いただきます。 

ご利用いただける方 

次のすべての要件を満たす方 

・お申込日現在の年齢が７０歳未満かつ完済時の年齢が８０歳未満の方で安定した収入のある方（親子リ

レー返済をご利用の場合は，満７０歳以上の方の申込み可） 

・日本国籍の方または永住許可など受けている外国人の方 

・年収に占める住宅ローン及びその他すべてのお借入金にかかる年間返済額の割合が下表の基準以下であ

る方 

年  収 400 万円未満 ４00万円以上 

基  準 30％ 35％ 

＊同居する直系親族，配偶者，婚約者または内縁関係にある方の収入合算が可能。 
 

お使いみち 

① 自らが所有し，かつ自らが居住するための新築住宅の建設・購入資金，または中古住宅の購入資金 

② 自らが所有し，かつ親族が居住するための新築住宅の建設・購入資金，または中古住宅の購入資金 

③  自らが所有し，かつセカンドハウスとして使用するための新築住宅の建設・購入資金，または中古 

住宅の購入資金 

④ 自らが所有し，かつ居住するための住宅の建設，または購入のための自らの借り入れにかかる借り

換えのための融資 

⑤ 親族の住居の用に供するための住宅の建設，または購入のための自らの借り入れにかかる借り換え

のための融資 

住宅の要件 
・住宅の床面積が，一戸建て住宅の場合：70 ㎡以上，共同住宅の場合：30 ㎡以上 

・住宅金融支援機構が定める一定の基準を満たす住宅（検査機関による適合証明書の提出が必要。） 

融資金額 １００万円以上８,０００万円以下（１万円単位）で，建築費または購入価額以内 

融資期間 

・次のいずれか短い方であること 

①１５年以上３５年以下（返済回数：１８０回～４２０回。ただし，６０歳以上の方の場合は下限を１０

年とする。） 

②完済時の年齢が８０歳となるまでの年数 

融資金利 

・借入全期間固定金利（ご融資実行時点の金利が適用となります。） 

・返済期間（２０年以下又は２１年以上）及び融資率（９割以下又は９割超）に応じて異なる金利が適用

されます。 

・毎月改定します。当月の適用金利は JA 融資窓口へお問い合わせください。 

融資実行日 毎月１日～月末日の毎営業日（抵当権設定手続等により，ご希望日とならない場合がございます。） 

返済方法 
・元利均等返済毎月払いまたは元金均等返済毎月払い。 

・６ケ月毎のボーナス返済（ご融資金額の４０％以内）利用可。 

繰上返済 

・一部繰上返済の場合は 100 万円以上からお受けできます。また繰上げて返済できる日（口座からの引

落日）は毎月引落日となります（お客さま向けのインターネットサービス「住・Ｍｙ Ｎｏｔｅ」の場

合は１０万円以上）。 

・全額繰上返済の場合は金額制限はございません。また全営業日に返済が可能です。 

・繰上返済を行う場合は，繰上返済予定日の１か月までにＪＡ窓口までご連絡ください。 

手数料は不要です。 
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※苦情処理設置および紛争解決設置にかかる連絡先 

●ＪＡバンク広島の各担当部署の連絡先 

ＪＡ名 部署名 電話番号 

広島市 金融事業部 金融推進課 ０８２－８３１－５９１９ 

呉 信用部 ０８２３－２４－３１３２ 

安芸 融資審査健全課 ０８２－８２２－６２１２ 

佐伯中央 リスク管理課 ０８２９－３０－１５００ 

広島中央 金融共済管理部 金融管理課 ０８２－４２２－２１６７ 

担保 融資対象物件及びその敷地に住宅金融支援機構を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定 

保証人 不要です。 

団体信用生命保険 

・「機構団信（一般）」，「機構団信（夫婦連生）」，｢３大疾病付機構団信｣のいずれかを選択して加入（加入

後の変更不可）。 

・月々のお支払いに団体信用生命保険の加入に必要な費用が含まれております。 

・健康上の理由，その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も「フラット３５」をご利用いた

だけますが，死亡・身体障害状態などお客さまに万一のことがあっても，団体信用生命保険の保障を受

けることはできません。 

火災共済（保険） 担保となる建物にご返済が終了するまでの間，火災共済（保険）を付保していただきます。 

遅延損害金 年１４．５％ 

諸

費

用 

融資

手数

料 

金額 
手数料定率タイプ：融資金額の２.２０％（税込） 

手数料定額タイプ：５５，０００円(税込) 

団信特約料徴収

方法 

初年度分につき原則として実行日に融資金額から差引き。 

2 年目以降分は毎年お客様の口座より引落させていただきます。 

返

済 

返済日 ３日又は１８日のどちらか希望日 

返済口座 ＪＡ口座 

その他 
お申込みにあたっては，住宅金融支援機構の買取条件適合他，ＪＡ所定の審査に適合している必要があり

ます。 

苦情処理措置および

紛争解決措置の内容 

○苦情処理措置 

  本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という）につきましては，ＪＡ本支店（所）にお申し出

ください。ＪＡでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し，迅速かつ適切な対応に努め，苦情

等の解決を図ります。 

 また，ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）でも，苦情等を受け付けております。 

○紛争解決措置 

  外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は，次の機関を利用することができます。ご利 

用にあたっては，直接弁護士会へお申立ていただくか，ＪＡバンク相談所にお申し出ください。 

 

 ※各連絡先は最下部に掲載しております。 

お問い合わせ窓口 

○詳しくは，お近くのＪＡ窓口もしくは下記へお問い合わせください。 

ＪＡ広 島 市  ０１２０－８５０－１１４   ＪＡ芸 南   ０８４６－４５－１２４１   ＪＡ広 島 北 部  ０８２６－４２－０６４４ 

ＪＡ 呉     ０８２３－２４－３１３２   ＪＡ広島ゆたか   ０８２３－６６－２０１１   ＪＡ三 次  ０８２４－６３－９９２６ 

ＪＡ安 芸   ０８２－８２２－５８０３   ＪＡ三 原   ０８４８－６３－３４５５   ＪＡ庄 原  ０８２４－７２－０３８２ 

ＪＡ佐 伯 中 央   ０８２９－３９－４９３９   ＪＡ尾 道 市   ０８４８－２３－３３２３ 

ＪＡ広 島 中 央   ０８２－４２２－２１７９   ＪＡ福 山 市   ０８４－９２４－２３７２ 



3 

 

芸南 リスク管理室 ０８４６－４５－１２４５ 

広島ゆたか 総務課 ０８２３－６６－２０１１ 

三原 金融共済部 融資課 ０８４８－６３－３４３６ 

尾道市 金融部 ０８４８－２３－３３２３ 

福山市 金融部 ０８４－９２４－２３７２ 

広島北部 金融共済部 融資課 ０８２６－４２－０６４４ 

三次 金融共済部 融資課 ０８２４－６３－９９２４ 

庄原 金融共済部 ０８２４－７２－０３８２ 

広島信連 融資センター 融資推進課 ０８２－２４８－９５２７ 

 

●弁護士会仲裁センター 

弁護士会名 電話番号 

広島弁護士会 ０８２－２２５－１６００ 

 


